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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の物質類からなる混合物を投与するための多室アンプルであって、
　互いに平行に配置された少なくとも２つの室であり、それぞれが、当該室内へ前記物質
類の１種を投入するおよびそれに続きピストンを挿入するための開放後端部、並びに、流
出開口部を具備する前端部を有する室と、該室の前端部にて成形された、該室の流出開口
部の全てが入り込む中空円筒形の首部とを備える容器；
　前記首部の中に挿入可能である、板状の物体および該板状の物体の下側に提供される少
なくとも２つの栓を備える多栓閉塞体であり、前記栓のそれぞれが、前記板状の物体の下
側から後方へ突き出し、かつ、前記首部の中へ前記多栓閉塞体を挿入する際に前記室の１
つの前記流出開口部の中へ入り、その場合、前記流出開口部が液密に閉鎖される第１の流
入位置で前記栓が閉塞位置を占め、かつ、さらに後方へ移動した第２の流入位置で、前記
流出開口部を通して流体の侵入が可能である通過位置を占めるように形成されている多栓
閉塞体；
　投与通路および円筒形の後部区間を備えるアダプタであり、前記投与通路は前記アダプ
タを通り、前記円筒形の後部区間は、中空円筒形の首部に適合し、前記アダプタは、前記
首部内の前記多栓閉塞体に接続された場合に液密であり、かつ、挿入された状態で移動可
能かつ回転可能であり、後方へのアダプタの移動によって前記栓が閉塞位置から通過位置
へ移動可能である、アダプタ；並びに
　容器およびアダプタに成形されたロック手段であり、前記栓が前記アダプタによって動
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かされた際に、前記アダプタが前記閉塞位置から前記通過位置へと前方に移動するのを防
ぐように共働する、ロック手段；
を有する多室アンプルであって、
　前記多栓閉塞体の板状の物体が前記アダプタの後部区間で回転可能に保持されており、
前記室の流出開口部の中で捩り不能に保持された前記多栓閉塞体と相対的に前記アダプタ
が開錠位置へと回転可能であるように前記ロック手段が形成され、前記開錠位置において
、前記アダプタはロックされずに前記多栓閉塞体と共に前記容器の首部から取出可能かつ
前記容器から分離可能であり、前記多栓閉塞体が、前記アダプタの管状の保持溝内にはめ
られる上板を含むことを特徴とする多室アンプル。
【請求項２】
　容器およびアダプタのうち少なくとも１つに、開錠位置へのアダプタの回転の流れの中
でアダプタを多栓閉塞体と共に容器から引き離す傾斜部が成形されている、請求項１記載
の多室アンプル。
【請求項３】
　容器の首部に傾斜路が成形されている、請求項２記載の多室アンプル。
【請求項４】
　容器内へアダプタを最初に挿入する際にアダプタを前方への戻り移動に抗して栓の閉塞
位置に達したときロックするように共働する別のロック手段がアダプタおよび容器に成形
されている、請求項１乃至３のいずれか一項記載の多室アンプル。
【請求項５】
　下部の板面で室の前端部に成形されており、かつ室の流出開口部が形成されている、室
の縦軸に対して横方向へ延びる前板を容器が有し、かつ容器の首部が、前板内に形成され
た室の流出開口部を取り囲む開放前端部および前板の上部板面に成形された後端部を有す
る、請求項１乃至４のいずれか一項記載の多室アンプル。
【請求項６】
　後方へ突き出るロックアームが成形されているアダプタに横桁が成形されており、アダ
プタの後部区間が容器の首部の中に挿入されるとき、前記ロックアームが容器首部の外周
壁と平行に後方へ延長し、かつ容器の首部の外周壁にロックアームと共働するロックノー
ズが成形されている、請求項１乃至５のいずれか一項記載の多室アンプル。
【請求項７】
　アダプタの回転の経過中に傾斜路上でロックアームの下部前面が開錠位置へ進む、請求
項３又は６記載の多室アンプル。
【請求項８】
　容器の前板が半径方向に容器首部の外周壁を超えて延長し、容器の中へアダプタを最初
に挿入する際にアダプタおよび容器の間の第１の回転位置で閉塞位置へアダプタによって
締められる多栓閉塞体の移動が達成する際にロックアームが前板の上部板面に係止する、
請求項５又は６記載の多室アンプル。
【請求項９】
　アダプタが第１の回転位置から、アダプタのロックアームが凹所と前板の中で正しく位
置合わせされている第２の回転位置へ回転可能であり、それによってアダプタの第２の回
転位置でさらに後方へ移動することができ、前記第２の回転位置でロックアームが容器の
前板を超えて後方へ突き出し、アダプタを前方への戻り移動に抗して栓の通過位置へアダ
プタによって締められた多栓閉塞体の移動が達成される際にロックする、請求項８記載の
多室アンプル。
【請求項１０】
　前板内の凹所が第２の回転位置からロックなしの第３位置までの角度範囲にわたって延
在し、それによって第２の回転位置でロックされたアダプタがロックから第３の回転位置
へ回転させることができ、前記第３の回転位置でアダプタが多栓閉塞体と共に前方へ容器
から引き抜くことができる、請求項９記載の多室アンプル。
【請求項１１】
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　アダプタの後部区間および多栓閉塞体の板状の物体に、アダプタおよび多栓閉塞体が所
定の回転角度位置で相互に係止可能であるように共働する係止固定手段が形成されている
、請求項１乃至１０のいずれか一項記載の多室アンプル。
【請求項１２】
　多栓閉塞体の板状の物体に、横方向に突き出る突出部が成形されており、多栓閉塞体の
栓がそれぞれ割り当てられた室の流出開口部と正確に位置合わせされている所定の回転角
度位置でのみ容器の中へ前記多栓閉塞体を挿入できるように、首部の内部に形成された縦
溝と共働する、請求項１乃至１１のいずれか一項記載の多室アンプル。
【請求項１３】
　室が互いに異なる断面寸法を有し、かつ該断面寸法に適合する方法でピストンと、流出
開口部と、栓とが寸法指定されている、請求項１乃至１２のいずれか一項記載の多室アン
プル。
【請求項１４】
　多室アンプルの複数の流出開口部の選択的な閉鎖および開放のための複数の栓を備える
多栓閉塞体と、物質類の混合および混合物の投与のためのアダプタとを有する、複数の物
質類の保管と、複数の物質類からなる混合物の投与のための多室アンプル用の閉塞および
投与装置であって、
多栓閉塞体およびアダプタが多室アンプルから取り出し可能の構造ユニットを形成して回
転可能に互いに接続されていることを特徴とする、閉塞および投与装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載の、複数の物質類からなる混合物を投与するため
の多室アンプルに関する。この種の多室アンプルは欧州特許出願公開第１２０３５９３号
により知られている。この公知の多室アンプルは使い捨て製品として一回だけの使用のた
めに案出された。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　本発明の課題は、多数回の使用に好適であり、かつ簡単に形成され、取扱いが容易であ
り、またコスト的にも有利に製造される多室アンプルを形成することである。
【０００３】
　この課題は請求項１の目的によって解決される。本発明の好ましい継続形成は従属請求
項に定義されている。
【０００４】
　本発明は、多室アンプルの使用投与の終了直後にアダプタが多栓閉塞体と共に多室アン
プル容器から分離され、新規のアダプタ多栓閉塞体ユニットと交換できることを可能にす
る。本発明は、アダプタだけでなく、同時に多栓閉塞体も付加的な措置なしに容器から分
離し、かつ処分できる長所を提供する。多栓閉塞体の分離により、それに付着する既に室
から出された、通常は室の中に保管される物質類の成分も除去される。この新たに使用さ
れるアダプタ多栓閉塞体ユニットは、使用される際に室内で排他的にまだ互いに接触して
いない物質類の投入分を閉鎖する。
【０００５】
　本発明に係る解決策は、基本的に多数回使用向けに案出された多室アンプルのためにア
ダプタと多栓閉塞体とから構成されるユニットにより、このユニットにおいて多栓閉塞体
はアダプタで回転可能であるが、通常は本質的に移動不能に取り付けられており、それに
よってアダプタを操作するだけで前記ユニットを容器の中に挿入し、容器から取り出し、
かつ使用状態でアダプタの移動および／または回転によって所望の動作状態に移行させる
ことができることにある。
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【０００６】
　本発明の更なる好ましい形態によって、アダプタおよび多栓閉塞体が所定の回転角度位
置で互いに係止可能であるように共働する係合手段が前記アダプタと多栓閉塞体とに成形
されている。これは容器内に前記ユニットを最初に挿入する際に単にアダプタが容器と回
転角度に応じて正しく位置合わせされており、多栓閉塞体が自動的に、多栓閉塞体の栓が
室の流出開口部と正しく位置合わせされるような回転角度位置を占める長所を有する。
【０００７】
　本発明の更なる別の形態によって、多栓閉塞体の側面に半径または横方向へ突き出る突
出部が形成され、容器に凹所が形成されている。この凹所は、栓が室の流出開口部と正し
く位置合わせされた容器の中に所定の回転角度位置で多栓閉塞体を挿入できるように、前
記突出部と共働する。またこれは、特にアダプタと多栓閉塞体の上記回転角度による係止
と組合せて、前記ユニットの最初の挿入を容易にする。
【０００８】
　上記回転角度による多栓閉塞体および容器の正確な位置合わせは、特に室の流出開口部
と共にそれに合致する栓が互いに異なる断面寸法を有する場合に最初の挿入を容易にする
。
【０００９】
　アダプタの投与通路の中に静止型混合装置が配置される場合は、アダプタ多栓閉塞体ユ
ニットを交換する際にもちろん混合装置も交換される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の好ましい実施形態は図面を利用して説明するが、より具体的に示すため
に幾つかの図面には見えない縁部を点線で表している。
【００１１】
　図１乃至１５に示した本発明の第１の実施形態は、２室型アンプル１００の形態で形成
されている。本発明に係る２室型アンプル１００は本質的に４つの構成部品、すなわち容
器１０と、ピストンユニット２０と、アダプタ３０と、多栓閉塞体４０とから構成されて
いる。
【００１２】
　特に図４乃至６から明らかなように、容器１０は２つの互いに平行に並べて配置した、
管状の室１２および１４を有し、これらの室は容器１０の長手方向に延在する。室１２お
よび１４はその後端部にその全断面にわたって開いている。室１２および１４の後端部の
外側に、横または半径方向に延在する背板１６が成形されている。室１２および１４の前
端部は成形された前板１８を介して互いに接続されている。前板１８に室１２用の流出開
口部１１と、室１４用の流出開口部１３とが形成されている。室１２および１４が前板１
８の下側に境を接するのに対し、前板１８の上面に、首部１５が流出開口部１１および１
３を枠で囲むような方法で首部１５が成形される。首部１５は室１２および１４と同様に
容器１０の長手方向に延在する。この考察した実施形態において、室１４は室１２より４
倍大きい断面を有する。それに応じて流出開口部１３も流出開口部１１よりも４倍大きい
断面を有する。
【００１３】
　特に図７および８から明らかなように、ピストンユニット２０は２つのピストン棒２２
および２４から構成され、それらの後端部は押板２６を介して相互に接続されている。ピ
ストン棒２２の前端部に室１２用のピストン２１が取り付けられている。ピストン棒２４
の前端部に室１４用のピストン２３が取り付けられている。ピストン２１および２３は、
室１２および１４の内部断面寸法に相当する外部断面寸法を有する。ピストン２１および
２３は、室１２および１４の後部開放端に挿入され、室１２および１４の中で液密に移動
することができる。
【００１４】
　特に図９乃至１２から明らかなように、投与部材の形態で形成されるアダプタ３０が円
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筒形の後部区間３２を有する。円筒区間３２は、後部区間３２が上方から首部１５の開放
前端部の中に挿入可能であり、その中で液密に押開可能かつ回転可能であるような外径寸
法を有する。後端部からの間隔で、円筒区間３２の内面に斜め内方にかつ前方に向けた周
壁３１が成形されている。周壁３１は後方に開いた円錐台形の混合室３３を制限する。周
壁３１の狭い前端部は、後部区間３２の前端部が突出し、アダプタ３０の前部区間３４を
表す管状の形成体の中へ移行する。前部区間３４の内部にアダプタ３０の長手方向に投与
通路３６が延在する。投与通路３６の後端部と混合室３３の前端部は互いに移行する。
【００１５】
　円筒区間３２の前端部に、半径外方へ突き出る横桁３５が成形されている。横桁３５の
下側に、円筒区間３２の外周からの間隔で後方へ突き出るロックアーム３８が成形されて
いる。
【００１６】
　特に図１３乃至１５から明らかなように、多栓閉塞体４０が共通の板状の物体４６の下
側に成形された２つの栓４２および４４を有する。板状の物体４６は栓４２および４４に
境を接して底板６４と、底板の上面に成形された中間板６２と、多栓閉塞体４０の前端部
である中間板の上面に成形された上板６０とから構成されている。
【００１７】
　上板６０の上面から、下方へ乃至栓４２および４４まで２つの縦通路４１および４３が
延在する。縦通路４１は、栓４２を横方向へ貫通する横通路４５の中に達する。縦通路４
３は栓４４を横断する横通路４７の中に達する。横通路４５および４７は栓４２および４
４の下端部から所定の間隔で形成されている。
【００１８】
　上板６０は、中間板６２の直径よりも大きい直径を有する円形の周壁を有する。アダプ
タ３０と多栓閉塞体４０との間の回転接続の構築のために、上板６０はアダプタ３０の後
端部から管状の保持溝５０の中に速動固定することができ、この保持溝はアダプタ３０の
円筒区間３２の内面の中の周壁３１の下側に形成されている。溝５０および上板６０はそ
の寸法を基準として、上板６０が溝５０の中に回転可能に保持されるように互いに調整さ
れている。上板６０の溝５０からの取り出しは、円筒区間３２の内面の後端部に形成され
ている管状の肩部５２によって阻止されている。組立時に上板６０を容易に溝５０の中に
速動固定できるようにするため、半径内方へ向けられる肩部５２の平面が図示した方法で
面取りされている。上方または前方への上板６０の長手方向移動は、周壁３１の下側に形
成されている肩部５４によって制限されている。
【００１９】
　上板６０の上面に横リブ６３が成形されており、この横リブは、アダプタ３０の中で回
転可能に保持された多栓閉塞体４０が所定の角度または回転位置で着脱可能に係止できる
ように、２つの正反対に互いに対向する凹所５３と肩部５４の中で共働する。
【００２０】
　従って、アダプタ３０および多栓閉塞体４０は、この両方の構成部品がただ１つの構造
ユニット３０、４０を形成するように構成されている。
【００２１】
　前方または上方から容器１０の首部１５へアダプタ３０および多栓閉塞体４０から構成
される構造ユニットを挿入する際に、栓４２および４４が室１２および１４の流出開口部
１１および１３の中に入り込む。栓４２および４４は流出開口部１１および１３に比べて
、栓が第１流入位置でその後方の端部区間で流出開口部１１および１３を液密に閉鎖する
ように寸法指定されている。この場合、横通路４５および４７は前板１８の上方にある。
流出開口部１３の中に達する栓４４の後部区間は、流出開口部１１の中に入り込む栓４２
の後部区間よりも４倍大きい断面を有する。
【００２２】
　さらに下方または後方に移動した栓４２および４４の第２流入位置に、横通路４４およ
び４７が前板１８の下方にあり、それによって横通路４５および４７ならびに縦通路４１
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および４３を介して室１２および１４の内部と、混合室３３もしくはアダプタ３０の投与
通路３６との間に流体接続が生じる。縦通路４３の内部断面は、縦通路４１のそれよりも
４倍大きい。対応して横通路４５と比較する場合の横通路４７にも当てはまる。
【００２３】
　底板６４は、首部１５で多栓閉塞体４０をより良く誘導するために、少なくとも首部１
５の内部周壁の円周の部分領域にわたって適合されている周壁を有する。このような底板
６４の周壁の部分領域に半径方向に突き出る突出部６１が成形されている。突出部６１は
、首部１５の中への多栓閉塞体４０を最初に挿入する際に、多栓閉塞体４０が所定の角度
または回転位置でのみ、栓４２および４４が室１２および１４の流出開口部１１および１
３と正確に位置合わせされている首部１５の中に挿入できるように、首部１５の内面の中
に形成されている縦溝７１と共働する。
【００２４】
　首部１５の外周壁に前板１８の上面から所定の間隔で半径外方へ突き出るロックノーズ
７０が成形されている。さらに首部１５の外周壁に別の半径外方へ突き出るロックノーズ
７７が成形されており、このロックノーズはロックノーズ７０に対して円周方向に９０゜
だけシフトされ、前板１８からより小さい間隔を有する。ロックノーズ７７は前板１８の
中に凹所１７が形成されている前板１８の円周領域上にある。ロックノーズ７７は凹所１
７で半径方向へ前板１８の外縁部へ突出し、それに対してロックノーズ７０が前板１８の
凹所に形成されない円周領域内に設けられており、その中に前板１８が半径方向にロック
ノーズ７０上に突き出る。
【００２５】
　ロックアーム３８の内側に、半径内方へ向けたロックウェブ３７と、長手方向に延長す
る誘導溝３９とが形成されており、これらはロックウェブ３７の下側に境を接してロック
アームの下端部まで延びる。ロックウェブ３７と、誘導溝３９はロックノーズ７０および
７７と共働する。ロックアーム３８の下端部の正面は前板１８と共働する。
【００２６】
　この共働ならびに２室型アンプル１００の構造および作動は、以下、特に図１乃至３を
参照して説明する。
【００２７】
　アダプタ３０と多栓閉塞体４０とから構成される構造ユニットを容器１０に取り付ける
前に、アダプタ３０とこのアダプタに対して回転可能の多栓閉塞体４０とが所定の回転位
置で相互に係止され、その中に係止ウェブ６３が係止凹所５３の中で噛み合う。この係止
状態で構造ユニット３０、４０が上から容器１０の首部１５の中で挿入される。この場合
、突出部６１が多栓閉塞体４０に首部１５内で縦溝７１と正確に位置合わせされている。
容器１０に対するこの構造ユニット３０、４０の最初の回転位置でロックアーム３８がロ
ックノーズ７０と正確に位置合わせされている。従って最初の回転位置で構造ユニット３
０、４０を挿入する際に、ロックノーズ７０が誘導溝３９の中に入り込み、かつ栓４２お
よび４４が室１２および１４の流出開口部１１および１３の中に入り込む。この第１の回
転位置でアダプタ３０がさらに容器１０の方向へ押されると、ロックウェブ３７がロック
ノーズ７０を介して速動固定する。それによって上方または前方への容器１０の首部１５
から外への構造ユニット３０、４０の戻り移動が阻止される。同時にこの阻止された状態
で容器１０の方向への構造ユニット３０、４０の更なる移動は、正面がロックアーム３８
の下端部で前板１８の上面に係止することによって制限される。この場合、板状の物体４
６と前板１８との間に所定の間隔があり、栓４２および４４は、まさに栓が流出開口部を
液密に閉鎖するところまで流出開口部１１および１３の中に入り込む。
【００２８】
　栓４２および４４の閉塞位置で、室１２および１４はその開放後端部から物質類を充填
することができる。この物質類の充填につづき、室１２および１４は後方からピストンユ
ニット２０のピストン２１および２３によって閉鎖される。
【００２９】
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　栓とピストンとによる前記閉塞位置を図１に示す。室１２および１４に満たされる物質
類は図示しない。
【００３０】
　物質類を充填した２室型アンプル１０を作動させるために、アダプタ３０が容器１０に
対して９０゜だけ第２の回転位置へ回転される。第２の回転位置への最初の回転中にロッ
クアーム３８がロックノーズ７０から側方へ離動回転され、回転が終了する頃にロックノ
ーズ７７が側方に誘導溝３９の中へ飛び越える。同時にロックアーム３８は前板１８の中
の凹所１７と正確に位置合わせされる。前板１８内の凹所１７は、構造ユニット３０、４
０がさらに容器１０の方向へ移動できることを可能にする。この移動の流れに沿って栓４
２および４４は、横通路４５および４７が室１２および１４の内部にある通過位置へ到達
する。栓の通過位置でロックアーム３８が下方へ前板１８を超えて突出し、ロックウェブ
３７がロックノーズ７７を介して速動固定する。ロックウェブ３７およびロックノーズ７
７は、栓の通過位置で構造ユニット３０、４０が前方または上方へ容器１０から押し離さ
れ得ることを阻止する。後方または下方への構造ユニット３０、４０の更なる移動は、首
部１５の上端部が横桁３５の下側に係止することによって阻止される。別法として通過位
置で構造ユニット３０、４０の更なる移動は、板状の物体４６が前板１８で係止されるこ
とによっても回避できる。この２室型アンプル１００の動作状態は図２に示している。
【００３１】
　ピストンユニット２０の押板２６への圧力の作用によって、ここで室１２および１４の
中に含有される物質類を多栓閉塞体４０の横および縦通路を通して混合室３３および投与
通路３６の中へ押圧し、アダプタ３０の前区間３４の頂部を通して投与することができる
。物質類をより良く混合するために投与通路の中に、図示しない静止型混合装置を設けて
いる。
【００３２】
　図示した２室型アンプル１００は多数回の使用に案出されている。そのため適用におい
ては室１２および１４の中に物質類の一部だけが取り込まれる。適用の終了後、アダプタ
ー３０が容器１０に対して第２の回転位置から４５゜だけ第３の回転位置へ回転される。
これは、凹所１７へ、第２から第３の回転位置へのアダプタの回転を可能にするもう１つ
の凹所１９が接続されることによって可能になる。第３の回転位置へアダプタが回転する
際にロックアーム３８が側方へロックノーズ７７から飛び越える。それによって第３の回
転位置で構造ユニット３０、４０を容器１０から上方へ引き出すことが可能である。ここ
で、上述のように、新規の構造ユニット３０、４０を最初の第１の回転位置で容器１０に
取り付けることができる。
【００３３】
　それぞれ１つの新規の構造ユニットによる構造ユニット３０、４０の効果は、室１２お
よび１４が完全に空になるまで何度も行うことができる。多室アンプル１０の排出状態は
図３に示しており、構造ユニット３０、４０は第２の回転位置にある。
【００３４】
　図１６乃至２２に示す本発明の第２の実施形態は、同様に２室型アンプルの形態で形成
されている。それに応じて図１６乃至１８に示した第２の実施形態の容器１１０は２つの
互いに平行に並べて配置された前板１１８内に形成された流出開口部１１１および１１３
を備える室１１２および１１４を有する。但し、第１の実施形態の容器１０と異なり、室
１１２および１１４は等しい断面を有する。それに対応して流出開口部１１１および１１
３にも当てはまる。
【００３５】
　容器１０と同様に、前板１１８の上面に、流出開口部１１１および１１２が達する首部
１１５が成形されている。しかしながら第１の実施形態の容器１０と異なり、首部１１５
の外側と、第２の実施形態の容器１１０の前板１１８は別様に形成されている。その他の
点で容器１１０は基本的に容器１０と一致する。
【００３６】
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　図１６および１８から明らかなように、首部１１５の外周壁に２つの半径外方へ突き出
るロックノーズ１７０と、２つの別の半径外方へ突き出るロックノーズ１７７とが成形さ
れている。ロックノーズ１７０は前板１１８の上面からの所定の間隔で設けられており、
互いに正反対に対向する。ロックノーズ１７７は前板１１８の上面からより小さい間隔で
設けられており、同様に互いに正反対に対向する。さらにそれぞれ１つのロックノーズ１
７７がロックノーズ１７０の１つと軸線方向に正確に合わされている。
【００３７】
　ロックノーズ１７０および１７７の間にある首部の外周壁の領域に、同様に図１６乃至
１８から明らかなように、２つの斜めに延びる傾斜路１７２が成形されている。傾斜路１
７２は対称的に１８０゜だけ互いにシフトしたロックノーズ１７０もしくは１７７の間に
あり、首部１１５の円筒形の外側で約９０゜の角度範囲を取り囲む。傾斜路１７２は傾斜
路の一端で前板１１８の上面から出発し、傾斜路の他端で前板１１８の上面から所定の間
隔で終了する上面を有する。互いに対向する両方の傾斜路１７２は首部１１５の円周方向
に見て等しい勾配の向きを有する。
【００３８】
　ロックノーズ１７０および１７７ならびに傾斜路１７２の機能は、以下、図１９および
２０に示した本発明の第２の実施形態のアダプタ１３０を参照して説明する。
【００３９】
　アダプタ１３０は、本質的に単に、ロックアーム１３８が第１の実施形態のロックアー
ム３８より大きくなく下方または後方へ突き出ることによって、第１の実施形態のアダプ
タ３０から区別されるだけである。ロックアーム１３８は、むしろ第１の実施形態のアダ
プタ３０のロックウェブ３７に相当するロックウェブ１３７の手前または直後で終了する
。
【００４０】
　その他の点で本発明の第１の実施形態と同様に、アダプタ１３０は図２１および２２に
示した多栓閉塞体１４０と回転可能に接続されている。アダプタ１３０と多栓閉塞体１４
０との間の回転可能の接続は、個別的に図２３に示しており、この図はアダプタ１３０の
後部区間１３２と、多栓閉塞体１４０の前区間とをそれぞれ断面図で示している。多栓閉
塞体１４０は、アダプタ１３０の管状の保持溝１５０の中に速動固定されている管状の上
板１６０を有する。アダプタ１３０の保持溝１５０は、第１の実施形態のアダプタ３０の
保持溝５０に相当し、軸線方向に見て、後端部で肩部１５２によって、かつ前端部で肩部
１５４によって制限されている。肩部１５２および１５４は上板１６０用の当接面として
利用される。
【００４１】
　上板１６０の上面で互いに正反対に対向する位置に２つの軸線方向に突き出る係止ノー
ズ１６３が成形されており、この係止ノーズは上板６０の横リブ６３の機能を有し、アダ
プタ１３０に回転可能に保持された多栓閉塞体１４０が所定の角度または回転位置で着脱
可能に係止できるように、２つの互いに正反対に対向する凹所１５３と肩部１５４で共働
する。その他の点で多栓閉塞体１４０は、多栓閉塞体４０と同様に、２つの栓１４２およ
び１４４を有するが、これらは等しい断面を有し、上板１６０と、中間板１６２と、底板
１６４と、２つの縦通路１４１および１４３と、２つの横通路１４５および１４７とから
構成される板状の物体１４６を有する。底板１６４の周壁に半径方向に突き出る突出部１
６１も成形されており、この突出部は首部１１５の内面に形成された縦溝１７１と、第１
の実施形態で説明したような方法で共働する。
【００４２】
　以下、第２の実施形態による多室アンプルの構造および作動を説明する。
【００４３】
　第１の実施形態と同様に、容器１１０にアダプタ１３０と多栓閉塞体１４０とから構成
される構造ユニットを取り付ける前に、係止ノーズ１６３が係止凹所１５３の中に噛み合
う所定の回転位置でアダプタ１３０および多栓閉塞体１４０が相互に係止されている。こ
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の係止状態で構造ユニット１３０、１４０が上方から容器１１０の首部１１５の中に挿入
される。ここで突出部１６１は多栓閉塞体１４０で首部１１５の中で縦溝１７１と正確に
位置合わせされている。容器１１０に対する構造ユニット１３０、１４０のこの回転位置
でロックアーム１３８がロックノーズ１７０と正確に位置合わせされている。そのため構
造ユニット１３０、１４０を挿入する際にロックウェブ１３７がロックノーズ１７０の上
部面取り区間に達し、栓１４２および１４４が室１１２および１１４の流出開口部１１１
および１１３の中に沈み始める。この挿入位置でアダプタ１３０がさらに容器１１０の方
向へ押圧されると、ロックウェブ１３７がロックノーズ１７０を介して速動固定する。そ
れによって容器１１０の首部１１５からの上方または前方への構造ユニット１３０、１４
０の戻り移動が阻止される。この阻止またはロック状態で、栓１４２および１４４は、ま
さに栓が流出開口部を液密に閉鎖するまで、流出開口部１１１および１１３の中に入り込
む。
【００４４】
　ロックウェブ１３７がまさにロックノーズ１７０を介して速動固定された栓の上記閉塞
位置に達したとき、前面がロックアーム１３８の下端部で前板１１８の上面から離間して
いる。その理由は、本発明の第２の実施形態においてロックアーム１３８が第１の実施形
態のロックアーム３８よりも短いためである。しかしながらアダプタ１３０と容器１１０
との間の好適な位置で、第２の実施形態において好ましくは、図示しない固定部材を設け
ており、この固定部材は栓１４２および１４４の閉塞位置を超えて容器１１０の方向へ下
方または後方に構造ユニット１３０、１４０の更なる移動を阻止する。
【００４５】
　このような固定部材は、例えば手で引きちぎることができるアダプタ１３０または容器
１１０に成形されたクリップとしてよい。このクリップは、例えばアダプタ１３０の下側
に成形することができ、栓１４２および１４４の上記閉塞位置に達したとき容器１１０の
前板１１８の上面に係止することができる。
【００４６】
　本発明の第１の実施形態と同様に、栓１４２および１４４の閉塞位置で室１１２および
１１４がその開放後端部から物質類を充填することができ、次いでピストンで閉鎖するこ
とができる。
【００４７】
　第２の実施形態に従って物質類を満たした２室型アンプルを作動させるために、上記固
定部材が取り除かれ、次にアダプタ多栓閉塞体構造ユニット１３０、１４０がさらに後方
へ容器１１０の方向へ移動される。この移動の流れに沿ってロックウェブ１３７がロック
ノーズ１７７を介して速動固定され、同時に栓１４２および１４４が通過位置へ達する。
ロックノーズ１７７を介して速動固定されたロックウェブ１３７は、栓の通過位置で構造
ユニット１３０、１４０が前方または上方へ容器１１０から押し離され得ることを阻止す
る。後方または下方への構造ユニット１３０、１４０の更なる移動は、前面がロックアー
ム１３８の下端部で前板１１８の上面に係止することによって阻止される。
【００４８】
　上述の固定部材に関して、図２４および２５はアダプタ１３０の円筒形の後部区間１３
２で押開可能のクリップ１８０の実施形態を示す。クリップ１８０は、例えば２７０゜に
わたって延在する開放した管状の区間１８２と、開口部に対して正反対に管状の区間１８
２で図示した方法により管状の区間１８２の外側に成形されている引抜区間１８４とから
構成されている。押開状態でクリップ１８０が容器１１０の首部１１５の上面に係止し、
この方法でアダプタ１３０が閉塞状態を超えて多室アンプルの動作状態で閉鎖され得るこ
とを阻止する。多室アンプルの作動前にクリップ１８０が引抜区間１８４で係合すること
によって手で首部１３２から引き抜かれる。
【００４９】
　本発明の第２の実施形態による２室型アンプルは、ここで動作状態にあり、この状態で
室１１２および１１４の中に挿入されるピストンへ圧力をかけることによって室の中に含
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有される物質類が多栓閉塞体１４０の横および縦通路を通してアダプタ１３０の混合室１
３３の中に押圧され、混合状態でアダプタ１３０の前頂部を通して投与することができる
。
【００５０】
　第２の実施形態による２室型アンプルは、第１の実施形態による２室型アンプル１００
と同様に選択的に一回限りまたは多数回の使用に案出されている。多数回の使用において
、適用する際に単に室１１２および１１４の中に保管された物質類の一部が取り込まれる
。適用の終了後、アダプタ１３０が容器１１０に対してその最初の挿入位置から回し出さ
れる。このアダプタ１３０の回転時にロックアーム１３８が側面でロックノーズ１７７か
ら飛び出し、前面はロックアーム１３８の下端部で斜め上方または前方へ延びる傾斜路１
７２に達する。
【００５１】
　容器１１０に対するアダプタ１３０の更なる回転の流れに沿って、アダプタ１３０が傾
斜路１７２を通して上方または前方へ容器１１０から押し離れる。この場合、アダプタ１
１０と回転可能に接続される多栓閉塞体１４０も前方または上方へ引っ張られる。傾斜路
１７２の勾配は、傾斜路の最前端部に達する前に栓１４２および１４４が実質的に完全に
流出開口部１１１および１１３から引き抜かれるように指定されている。構造ユニット１
３０、１４０は、次いで楽に容器１１０の首部１１５から取り出すことができる。それに
続き新規の構造ユニット１３０、１４０を容器１１０に取り付けることができる。
【００５２】
　本発明による多室アンプルは直接手で図７および８に示したピストンユニットを用いて
投与され、あるいはさらに自体公知の払出装置の中に挿入することができる。払出装置内
で使用するときは、図７および８に示したピストン棒が押板を含み省かれる。容器室の中
に、次に単にピストンが払出装置から直接操作される栓の形態で使用される。
【００５３】
　速動ロックがアダプタ３０、１３０のロックアーム３８、１３８とロックノーズ７０、
７７、１７０、１７７との間で、ならびに着脱可能の係止固定を係止ウェブ６３または係
止ノーズ１６３と係止凹所５３、１５３との間で行うことができるように、その際に共働
する構成部品の区間を一定の弾力性を許容する材料から製造する必要がある。本発明に係
る多室アンプルの部分を製造するために、好ましくは、圧縮成形または射出成形によって
種々の熱可塑性樹脂、例えばポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレ
ン、シクロオレフィン共重合体等々が考慮される。
【００５４】
　上記実施形態は本発明を制限するものとみなしてはならない。むしろ当業者によって本
発明の枠組を離れることなく、変更および変形を行うことができる。つまり傾斜路は９０
゜以外の角度範囲を取り囲むことができる。また、例えば傾斜路の代わりに容器の首部に
傾斜部をアダプタに、またはアダプタにも容器にも成形することができる。同様に図示し
た係止およびロック手段は多様な方法で同一の機能の実行下に変化させることができる。
【００５５】
　上記のアダプタおよび／または容器での傾斜部に関しては図２６乃至３３を参照された
い。図２６乃至３３で本質的に同じ部分は図１乃至１５と同じ符号を用いる。変化したま
たは付加的な特徴は付加的符号で表している。さらに図２６乃至３３でより見易くするた
めに単に容器１０とアダプタ３０だけを表している。
【００５６】
　図２６乃至２９は本発明の第１の実施形態の第１の継続形成の説明に利用する。図２６
および２８から明らかなように、係止アーム３８の下端部または後端部に傾斜部２７４が
形成されている。図２７および２９から明らかなように、容器１０の前板１８の中で凹所
１９が取り去られている。
【００５７】
　図２６は閉鎖状態におけるアダプタ３０と容器１０との間の位置を示す。この場合、ロ
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ックウェブ３７は係止ノーズ７０の後部で速動固定されており、傾斜部２７４に該当しな
い係止アーム３８の最下端部または最後端部は、動作状態での移動を阻止するために、斜
めに容器の前板１８に係止する。
【００５８】
　動作させるためにアダプタ３０が本発明の第１の実施形態と同様に９０゜だけ回転され
、次にロックウェブ３７がロックノーズ７７を介して速動固定されるまで下方または後方
へ移動される。
【００５９】
　アダプタ３０と、図示しない多栓閉塞体４０を取出すために、アダプタ３０が同じ方向
へさらに回転される。図２８に見られる、傾斜部２７４と凹所１７の周縁部との間の間隔
に基づき、この更なる回転でアダプタ３０がまず開錠状態に達する。それに続き傾斜部２
７４が凹所１７の周縁部で係合し、アダプタ３０を、図示しない多栓閉塞体４０と共に上
方へ容器１０の首部１５から押し出す。
【００６０】
　図３０乃至３３は本発明の第１の実施形態の第２の継続形成の説明に利用する。図３０
および３２から明らかなように、ロックアーム３８の下部区間の図中右半分に四角形の凹
所３７６を設けており、この凹所は最高でロックウェブ３７の下側にまで達する。ロック
ウェブ３８の下部区間の図中左半分に図示した方法で傾斜部３７４の形態で形成している
。
【００６１】
　図３０乃至３３から明らかなように、前板１８の上面に２つの互いに正反対に対向する
傾斜路３７２が成形されている。
【００６２】
　図３０は、多室アンプルの閉鎖状態における容器１０とアダプタ３０との間の位置を示
す。この場合、ロックウェブ３７はロックノーズ７０の後方に速動固定されている。下方
へおよび後方へ閉鎖状態を超えるアダプタ３０の移動は、傾斜部３７４の最下端部または
最後端部が前板１８の上面に、および／または凹所３７６の上縁部が傾斜路３７２の上面
に係止することによって阻止されている。傾斜路３７２は、該傾斜路がロックノーズ７０
でその前板１８の上面からの最大間隔を有し、そこから前板１８の高さまで凹所１９の方
向へ下降する。
【００６３】
　多室アンプルを作動させるために、本発明の第１の実施形態の第１の継続形成と同様に
、アダプタ３０が９０゜だけ容器に対して回転され、次いで図３２に示した下方の位置へ
移動される。この関連性で述べておくことは、図３０に示した閉塞状態から回転する際に
ロックノーズ７０にある端部が一方向のみへの回転を許容する係止路になることである。
図示した例の場合は右回転である。
【００６４】
　図示しない多栓閉塞体４０を含みアダプタ３０を取出すために、アダプタ３０は図３２
に示した位置からさらに右方へ回転される。凹所１９の周縁部と傾斜部３７４との間の間
隔に基づき、アダプタが最初に開錠状態に達する。それに続き右方への更なる回転時に凹
所１９の周縁部で傾斜部３７４が立ち上がり、傾斜路３７２の上面に達する。傾斜路３７
２および傾斜部３７４の寸法は、ロックノーズ７０に達する前にロックウェブ３７が上方
へロックノーズ７０の上方へ持ち上げられるところまで、動作状態からアダプタ３０がさ
らに回転する際にロックアーム３８が上方へ移動されるように指定されており、それによ
ってアダプタ３０の取出しを妨げる新規の施錠が確実に回避されている。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明に従って形成された閉鎖状態における多室アンプルの第１の実施形態の部
分断面側面図である。
【図２】図１と同じ視角で示した作動状態における多室アンプルの部分断面側面図である
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。
【図３】図１および２と同じ視角で示した排出状態における多室アンプルの部分断面側面
図である。
【図４】多室アンプルの容器の断面側面図である。
【図５】図４に対して視角で９０゜だけ回転した容器へ側面図である。
【図６】図４および５に示した容器の平面図である。
【図７】多室アンプルのピストンユニットの側面図である。
【図８】図７に示したピストンユニットの平面図である。
【図９】多室アンプルのアダプタの断面側面図である。
【図１０】図９に示したアダプタの平面図である。
【図１１】図９に対して視角で９０゜だけ回転したアダプタの側面図である。
【図１２】図１１に示したアダプタの平面図である。
【図１３】拡大尺度による多室アンプルの多栓閉塞体の側面図である。
【図１４】図１３に示した多栓閉塞体の平面図である。
【図１５】図１３および１４に示した多栓閉塞体の断面側面図である。
【図１６】本発明に従って形成された多室アンプルの第２の実施形態の容器の側面図であ
る。
【図１７】図１６に対して視角で９０゜だけ回転した容器の側面図である。
【図１８】図１６および１７に示した容器の平面図である。
【図１９】多室アンプルの第２の実施形態のアダプタの断面側面図である。
【図２０】図１９に対して視角で９０゜だけ回転したアダプタの側面図である。
【図２１】多室アンプルの第２の実施形態の多栓閉塞体の側面図である。
【図２２】図２１に示した多栓閉塞体の平面図である。
【図２３】アダプタと多栓閉塞体との間の回転可能の接続を説明するための断面側面図で
ある。
【図２４】図１９に示したアダプタの後部区間の部分の側面図およびチップの形態におけ
る後部アダプタ区間に押開可能の固定部材の断面側面図である。
【図２５】図２４に示したクリップの上部からの図面である。
【図２６】閉鎖状態での第１の実施形態の第１継続形成のアダプタおよび容器の部分断面
側面図である。
【図２７】図２６に示した容器の平面図である。
【図２８】動作状態での第１の実施形態の第１継続形成の図２６に示したアダプタおよび
容器の部分断面側面図である。
【図２９】図２８に示した容器の平面図である。
【図３０】閉鎖状態での第１の実施形態の第２継続形成のアダプタおよび容器の部分断面
側面図である。
【図３１】図２６に示した容器の平面図である。
【図３２】動作状態で第１の実施形態の第２継続形成の図２６に示したアダプタおよび容
器の部分断面側面図である。
【図３３】図３２に示した容器の平面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０、１１０　容器
　１１、１３、１１１　流出開口部
　１２、１４、１１２、１１４　室
　１５、１１５　首部
　１６　背板
　１７、１９、　凹所
　１８、１１８　前板
　２０　ピストンユニット
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　２１、２３　ピストン
　２２、２４　ピストン棒
　２６　押板
　３０、１３０　アダプタ
　３３、１３３　混合室
　３６　投与通路
　３７、１３７　ロックウェブ
　３８、１３８　ロックアーム
　３９　誘導溝
　４０　多栓閉塞体
　４１、４３、１４１、１４３　縦通路
　４２、４４、１４２、１４４　栓
　４５、４７、１４５、１４７　横通路
　５０、１５０　保持溝
　５３、１５３　係止凹所
　６１、１６１　突出部
　６３　横リブ
　１６３　係止ノーズ
　６０　上板
　６２　中間板
　６４、１６４　底板
　７０、７７、１７０、１７７　ロックノーズ
　７１、１７１　縦溝
　１００　２室型アンプル
　１７２　傾斜路
　１８０　クリップ



(14) JP 4769922 B2 2011.9.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 4769922 B2 2011.9.7

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(16) JP 4769922 B2 2011.9.7

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】



(17) JP 4769922 B2 2011.9.7

【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】



(18) JP 4769922 B2 2011.9.7

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】 【図２９】



(19) JP 4769922 B2 2011.9.7

【図３０】 【図３１】

【図３２】

【図３３】



(20) JP 4769922 B2 2011.9.7

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ６５Ｄ  83/00    　　　Ｇ          　　　　　

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００２／００５２５７９（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００４／０１１６８６９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開平０５－２３７４３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１２６５６９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　５／３１　　　　
              Ａ６１Ｊ　　　１／０６　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　８１／３２　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　８３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

